
※種類の分別が不十分だったり、異物が混入していると処理料金が高く 
   なることや、処理自体ができないことがあります。 
※地域、業者によって処理対象や梱包する荷姿、搬入方法等が違います 
   ので、事前に問い合わせください。 
※農業用使用済プラスチックを回収場所へ運搬する際に「産業廃棄物運 
   搬車両の車外表示」と「書面の備え付け（常時携帯）」が義務づけられ 
   ています。 
※各地域で一斉回収を行っていますので、地域協議会及び農協、市町に 
   お尋ねください。 



罰則 ５年以下の懲役または１０００万円以下の罰金 
    またはこの併科 


